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１． はじめに 

この安全報告書は、鉄道事業法及び軌道法第２６条において準用する鉄道事

業法第１９条の４に基づき、当社の輸送安全確保における前年度の実績や本年

度の実施計画により作成、公表することによって、輸送安全に対する考えを利

用者の方々に知って頂くものであります。 

この報告書に対するご意見をいただければ幸いに存じます。 

安全報告書へのご意見に対する連絡先 

万葉線株式会社 

TEL:0766-25-4139 

FAX:0766-25-4119 

Email:manyosen@p1.coralnet.or.jp 

２． ご利用のお客様、地域の皆様へ 

弊社の鉄軌道事業運営に対して、日頃のご利用、ご支援、ご協力賜っておりますこと 

に対し深く感謝申し上げます。 

また、２０２４年１月１日に発生した能登半島地震で被害に遇われました方に対し、 

謹んでお見舞い申し上げます。 

２０２３年度の弊社を取り巻く環境は、少子高齢化や移動手段の多様化などに加え、国 

際的な原材料価格の上昇により資材価格、電気料金の増加などがあり、依然厳しい経営環 

境におかれています。また、３年以上に及んだ新型コロナウイルスの影響により、減少し 

た輸送人員、運輸収入の回復を進めることが課題となっております。 

２０２３年度については、引き続き安全運行を継続するため、計画的なレールの重軌条 

 化整備、踏切保安設備・電路設備の整備など、設備改良の実施を進めて来ました。また、 

 利用者の安全性、利便性の向上のため、駅ホームへのスロープを新たに設置いたしました。 

 能登半島地震による被害もございましたが、皆様のご協力もあり早急に復旧作業進める 

ことができ、最低限の運休に留めることができました。 

いよいよ２０２４年９月下旬より、万葉線株式会社としては初めてとなる IC カード

「ICOCA」の利用開始を目指し準備を行っております。 

厳しい社会経済情勢が続いている中ではございま 

すが、国、富山県、高岡市・射水市、各種団体等 

のご支援とご協力をいただきながら、「より安全・ 

安心・安定した良質の輸送サービスの提供」に 

努めて参ります。 

今後とも、変わらぬご支援・ご指導を賜ります 

ようお願い申し上げます。 

  代表取締役社長  中村 正治 

tel:0766-25-4139


３． 安全な軌道・鉄道に向けて 

（１）安全基本方針 

輸送の安全確保を最優先させるため、社長をはじめ全社員の安全に係わる行

動の規範として「綱領」に定め、常に意識し実践していきます。 

 

綱領 

① 安全の確保は輸送の生命である。 

② 規程の遵守は安全の基礎である。 

③ 執務の厳正は安全の要件である。 

 

・人命救助を最優先に行動し、最も安全適切な処置をとる。（危険＝停止） 

・連絡、報告、打ち合わせを綿密に行い、情報を共有し透明性を確保する。 

・常に問題意識を持ち、訓練と自己研鑚に励む。 

 

（２）２０２４年度の安全目標 

・重大事故、人身事故ゼロ 

・接触事故の抑制・輸送障害事故ゼロ 

・インシデントゼロ 

 

（３）目標に対する実績（過去３年間） 

年 度 ２０２１ ２０２２ ２０２３ 

重大事故、人身事故ゼロ ０ ０ １ 

接触事故の抑制・輸送障害事故ゼロ ５ １０ １０ 

インシデントゼロ ０ ０ ０ 

 

４．２０２３年度の事故発生状況と再発防止措置 

重大事故 － － － ０件 

インシデント － － ０件 

 自動車との接触事故は３件発生しております。弊社では、例年『譲る

気持ちと待つゆとりある運転』を実践し接触事故の減少に努めており、

昨年度より接触事故が１件減少しました。引き続き沿線を通行の皆様に

は、交差点付近及び右折などで軌道敷内に進入する際は後方確認を行い



軌道敷外で電車が通過するのを待って右折及び横断を開始するようお願

いします。 

輸送障害事故は１０件発生し内３件は車両故障によるもので引き続き点

検整備を強化し、再発防止に努めてまいります。 

また、夜間、線路内立入りによる人身傷害事故を発生させてしまい全社

員で再発防止策を検討した結果、当該箇所にロープ柵を設置し対策を行

いました。また当該箇所を含む類似箇所について、線路内立入禁止看板

の新規設置、更新を行いました。 

今後、二度と同様の事故が発生しないよう沿線監視、巡回の徹底、施設

の改善を図って参ります。 

２０２４年１月１日、能登半島地震が発生、沿線に津波警報が発令する

中、各運転士は落ち着いて乗客の避難誘導に努め、負傷者なく避難誘導

することができました。地震・津波訓練の成果が出ているものと感じて

おります。地震に関してはまだまだ油断はできませんが教育訓練を通じ

て最善の対処ができるよう努めて参ります。 

 

（１）輸送障害事故の内訳（２０２３年度 １０件） 

①  自動車との接触事故・・・３件 

②  車両故障によるもの・・・３件 

③  気象に係るもの、自然災害等・・・４件 

 

※インシデント ‐‐‐ 事故が発生する恐れのある事象 

※道路障害事故 ‐‐‐ 踏切道以外の道路で車両が道路を通行する車 

両等と衝突し、又は接触し人の死傷を生じる 

おそれのある程度以上の衝撃を伴った衝突又 

は接触した事故 

   ※輸送障害事故 ‐‐‐ 気象の影響等により車両の運転を休止したも 

の又は、３０分以上の遅延を生じたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



総務課長 

４． 安全管理体制 

社長をトップとする安全管理体制を構築し運用しています。この組織の中で、

安全統括管理者、運転管理者、乗務員指導管理者、技術管理者がそれぞれの責

任を明確にして、現場実態を的確に把握し、傷害事故・運転事故の絶滅に取り

組みます。 

 

安全管理体制 

 

社長をトップとする安全管理体制を構築し、各責任を明確にして、現場の実態

を的確に把握し、傷害事故、運転事故の絶滅に取り組むこととする。 

 

社 長 

 

 

役 員 

 

 

専 務 

（総務部長兼務） 

 

 

安全統括管理者                         総務部次長 

（運輸部長） 

                                                   

  

運転管理者      技術管理者                           

（軌道課長）      （技術課長） 

 

 

乗務員指導管理者 

（軌道課係長・主任） 

 



役    職 役      割 

社    長 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

専    務 

（総務部長兼務） 

輸送の安全確保に必要な設備投資、財務、要員に関す 

る事項を統括管理する。 

運 輸 部 長 

（安全統括管理者） 
輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する。 

軌 道 課 長 

（運転管理者） 

安全統括管理者の指導の下、電車の運行、運転士の資

質の保持、その他運転に関する業務を統括管理する。 

軌道課係長・主任 

（乗務員指導管理者） 

運転管理者の下、運転士の資質の保持に関する事項を

管理する。 

技 術 課 長 

（技術管理者） 

安全統括管理者の指導の下、施設、電気、車両に関す

る事項を統括管理する。 

総 務 部 次 長 

輸送の安全確保のため、運転士等の健康、労務に関す

る事項を統括管理する。 

総 務 課 長 

輸送の安全確保に必要な設備、財務、要員に関する事

項を管理する。 

 



５． 安全対策の実施状況 

（１）施設 

・線路設備    重軌条化工事（海王丸～東新湊間）、軌道整正バラ 

         スト補充（越ノ潟構内）ゲージタイ設置（中伏木～ 

吉久間）軌道線ポイントヒーターの更新 

溝レールの肉盛溶接 

・踏切保安設備等 制御機器の更新（庄川口踏切） 

・電路設備    電柱の更新・スパン線更新・信号機の更新 

・車両検査    全般検査・重要部検査、低床車両の車輪交換 

   ・その他     軌道区間の舗装補修・電停補修・橋梁鉄塔塗装 

            中新湊駅構内スロープの設置・軌道線区画線のカラ 

ー舗装 

 

（２）教育訓練及び社内での取り組み 

４月  踏切安全指導（西新湊構内踏切） 

春の全国交通安全運動期間中 交通安全指導（片原町停留場） 

事故防止会議（実施教習） 

５月  安全輸送サービス向上旬間 

７月  夏の交通安全県民運動 

右折車両への交通安全指導（８号線下交差点） 

８月  安全輸送サービス向上旬間 

９月  秋の全国交通安全運動 交通安全指導（新吉久、吉久停留場） 

 全国路面軌道連絡協議会 （運転、車両部会研修） 

 乙種内燃車学科試験 

 事故防止会議（実施教習） 

１０月  全国路面軌道連絡協議会 （土木、電気部会研修） 

    運転管理者・鉄道保安連絡会議 

１１月  事故防止会議（実施教習） 

乙種内燃車技能試験 

１２月  年末年始輸送安全総点検 交通安全指導（片原町停留場） 

    除雪対策会議 

    内燃除雪車技能試験 

 

 

 

 



交通安全指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レールの重軌条化工事に伴う安全大会実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．２０２４年度の実施計画 

（１）２０２４年度の安全目標 

・重大事故、人身事故ゼロ 

・接触事故の抑制・輸送障害事故ゼロ 

・インシデントゼロ 

 

（２）２０２４年度の施設整備計画 

・線路設備     重軌条化工事（レール交換、ＰＣ枕木化、越ノ潟駅 

～海王丸駅間） 

軌道整正（東新湊駅～中新湊駅間） 

トングレール交換及び電気転てつ機更新（高岡駅） 

・信号保安設備   常置信号機の更新（六渡寺駅・新吉久構内） 

・電路設備     碍子の交換、スパン線及び架線張替（吉久～荻布 

間） 

ポイントヒーター更新（急患医療センター前） 

  ・変電所設備    直流電源装置蓄電池交換（西新湊変電所） 

            断路器の交換 

・車両検査     全般検査、重要部検査、台車検査、低床車両の車輪 

交換 

          主抵抗器更新 

          ATS受信器の更新 

・その他      駅施設の融雪配管更新（中新湊） 

  

（３）２０２４年度の教育訓練及び社内での取組計画 

４月  踏切安全指導（西新湊構内踏切） 

    事故防止会議（机上教習） 

春の全国交通安全運動期間中 交通安全指導（片原町、新吉 

久、吉久停留場） 

運輸安全マネジメント内部監査員研修参加 

５月  安全輸送サービス向上旬間 

７月  夏の交通安全県民運動 

８月  安全輸送サービス向上旬間 

    事故防止会議（実地教習） 

    運転適性検査員講習会参加 

９月  秋の全国交通安全運動 交通安全指導 

    右折車両への交通安全指導（８号線下交差点） 



 高齢者の踏切安全指導 

 職場環境及び健康診断実施状況会議 

 全国路面軌道連絡協議会（運転、車両部会研修） 

 乙種電気車、乙種内燃車学科試験 

１０月 全国路面軌道連絡協議会（土木、電気部会研修）開催地万葉線 

    運転管理者・鉄道保安連絡会議 

１１月 地震発生に伴う列車の津波避難誘導訓練 

    乙種電気車・乙種内燃除雪車技能試験 

１２月 事故防止会議（実施教習） 

年末年始輸送安全総点検 

    除雪対策会議 

令和７年２月  運輸安全マネージメント内部監査研修 

 ３月 事故防止会議（実施教習） 

 

 

 

７．沿線の皆様にお願い 

 

※「道路交通法第２１条及び第３１条をお守りください。」 

 

（１）お車を運転される方は、事故防止のため軌道敷内に入る際は、 

後方から電車が接近してないか必ずご確認下さい。また、接近 

してきた場合には速やかに軌道敷外に出る等、電車の運行に支 

障を及ぼさないようにお願いします。電車は急に止まれません。 

（２）電車が停留場に停車している場合、お客様が乗降されます。 

付近を通過する時は、一旦停止又は徐行運転をお願いします。 

（３）線路内に入ることや無理な踏切横断は、大変危険です。踏切は、 

手前で一旦停止し、踏切内の安全を確かめ通行いただだくよう 

御協力下さい。 

 

  



 

 

 


